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議案第60号

平成 29年度 新居浜市一般会計補正予算（第 2号）

平成29年度新居浜市一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ249,982千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50,028,467千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第2条地方債の変更は、「第2表地方債補正」による。

平成29年 9月5日提出

新居浜市長 石 川勝行



第 1表歳入歳出予算補正
歳入 千円

款 項 補正前の額 補 正 額 計

9.地方特例交付金 70,000 6,211 76,211 

1.地方特例交付金 70,000 6,211 76,211 

10.地方交付税 5,495,000 90,291 5,585,291 

1.地方交付税 5,495,000 90,291 5,585,291 

14.国庫支出金 7,484,443 18,808 7,503,251 

2.国庫補助金 1,562,384 17,483 1,579,867 

3.委託金 27,304 1,325 28,629 

15.県支出金 3,257,739 2,372 3,260, 111 

2.県補助金 743,451 2,372 745,823 

18.繰入金 1,880,066 71, 472 1,951,538 

1.基金繰入金 1,880,066 71,472 1, 951, 538 

19.繰越金 1,100,000 9,928 1, 109,928 

1.繰越金 1, 100, 000 9,928 1,109,928 

21.市債 5,331,100 50,900 5,382,000 

L 市債 5,331,100 50,900 5,382,000 

歳入合 計 49,778,485 249,982 50,028,467 

歳入歳出予算補正 （歳入） 千円
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歳 出-l 
千円

款 項 補正前の額 補 正 額 言十

2.総務費 4,957,984 76,205 5,034,189 

1.総務管理費 4,130,889 76,205 4,207,094 

3.民生費 20,420,814 27, 121 20,447,935 

2.児童福祉費 8,431,948 27, 121 8,459,069 

4.衛生費 6,444,829 34,500 6,479,329 

l.保健衛生費 1,057,716 2,000 1,059,716 

3.下水道費 2, 009, J 74 32,500 2,041,674 

6.農林水産業費 570,007 21, 578 591,585 

1.農業費 367,096 21,578 388,674 

7.商工費 1,893,512 29,253 l, 922, 765 

1.商工費 1,893,512 29,253 1,922,765 

8.土木費 3,327,325 60,000 3,387,325 

2.道路橋りょう費 853,448 60,000 913,448 

10.教育費 4,564,657 1,325 4,565,982 

1.教育総務費 878,979 1,325 880,304 

歳 出 よ口〉、 言十 49,778,485 249,982 50,028,467 

歳入歳出予算補正 （歳出） 千円



第2表地方債補正

変更

起債の目的

社会資本整備事業

防災対策事業

計

限度額

千円

253,000 

630 500 

5,331,100 

補 正 前

起債の方法 利率

% 

(1）普通貸借文は 年3.0以内（ただ
証券発行による。 し、利率見直し

(2）事業又は市財 方式で借り入れ

政の都合により る政府資金及び
起債前借り文は その他公的資金

翌年度に繰越し について、利率

て借入れするこ の見直しを行つ

とができる。 た後においては、

当該見直し後の

利率）

補 正 後

償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 % 

借入先の融通
条件による。

ただし、必要 253,700 

に応じ、据置期

間及び償還期限
補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

を短縮し、若し

くは繰上償還文
は低利に借り換

680 700 
えることができ
る。

5 382 000 一


